
総社市教育委員会公印規則及び総社市立学校給食共同調理場規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和元年６月１７日 

 

                                    総社市教育委員会教育長 山 中 榮 輔 

 

総社市教育委員会規則第１５号 

 

総社市教育委員会公印規則及び総社市立学校給食共同調理場規則の一部を改正する規則 

 

（総社市教育委員会公印規則の一部改正） 

第１条 総社市教育委員会公印規則（平成１７年総社市教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下こ

の条において「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合

には，当該改正部分を削る。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

別表（第３条関係） 

 公印一覧表 

公印の種類 

整理

番号 

書体 寸法 

保管課

(校園) 

使用区分 

印

材 

個 

数 

 略 

総社市地食べ

学校給食セン

ターえがお所

長之印 

111 〃 方 21

ミリ 

総社市

地食べ

学校給

食セン

ターえ

がお 

総社市地食べ学

校給食センター

えがお所長名を

もってする文書 

〃 1 

削除 

 

 

 

112       

 

別表（第３条関係） 

 公印一覧表 

公印の種類 

整理

番号 

書体 寸法 

保管課

(校園) 

使用区分 

印

材 

個 

数 

 略 

総社市立総社

東学校給食共

同調理場之印 

111 〃 方 30

ミリ 

総社東

学校給

食共同

調理場 

 

 

総社東学校給食

共同調理場名を

もってする文書 

〃 1 

総社市立総社

東学校給食共

同調理場所長

之印 

112 〃 方 21

ミリ 

〃 総社東学校給食

共同調理場所長

名をもってする

文書 

〃 1 



改   正   後 改   正   前 

〃 
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総社市中央公

民館長之印 

114 てん

書 

方 24

ミリ 

総社市

中央公

民館 

総社市中央公民

館長名をもって

する文書 

木 1 

 略 

            

総社市立総社

西学校給食共

同調理場所長

之印 

113 〃 方 21

ミリ 

総社西

学校給

食共同

調理場 

総社西学校給食

共同調理場所長

名をもってする

文書 

〃 1 

総社市中央公

民館長之印 

114 〃 方 24

ミリ 

総社市

中央公

民館 

総社市中央公民

館長名をもって

する文書 

〃 1 

 略 

                      

 

（総社市立学校給食共同調理場規則の一部改正） 

第２条 総社市立学校給食共同調理場規則（平成１７年総社市教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

   総社市学校給食センター規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，総社市学校給食センター条例（平成１７年総社市条例

第１００号）第７条の規定に基づき，総社市学校給食センター（以下「給

食センター」という。）の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（職員） 

第２条 給食センターに所長のほかに次の職員を置くことができる。 

(１)～(９) 略 

 

（施設及び設備の保全等） 

第７条 所長は，給食センターの施設及び設備（物品を含む。以下同じ）の

維持保全に努めるとともに，その整備改善をしなければならない。 

 

（簿冊） 

 

   総社市立学校給食共同調理場規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，総社市立学校給食共同調理場条例（平成１７年総社市

条例第１００号）第７条の規定に基づき，総社市立学校給食共同調理場（以

下「給食調理場」という。）の管理及び運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（職員） 

第２条 給食調理場に所長のほかに次の職員を置くことができる。 

(１)～(９) 略 

 

（施設及び設備の保全等） 

第７条 所長は，給食調理場の施設及び設備（物品を含む。以下同じ）の維

持保全に努めるとともに，その整備改善をしなければならない。 

 

（簿冊） 



改   正   後 改   正   前 

第９条 給食センターには，事務処理上必要と認められる簿冊を備えておか

なければならない。  

           

第９条 給食調理場には，事務処理上必要と認められる簿冊を備えておかな

ければならない。  

        

 

附 則 

 この規則は，令和元年８月１日から施行する。 


